
「（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 山ぼうし」 

重要事項説明書 

 

当事業所は、介護保険の指定を受けています。 

（出雲市指定 第３２９０４００８１５号） 

 

１．事業者 

（１）法人名  社会福祉法人 やまゆり 

（２）法人所在地 島根県出雲市佐田町一窪田１９６１番地５ 

（３）電話番号 ０８５３－８５‐８０００ 

（４）代表者氏名 理事長 渡部 勝 

（５）設立年月日  平成２０年１月１８日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類 （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 

          令和 7年４月 1日指定  出雲市３２９０４００８１５ 号 

（２）事業所の目的 要支援等の状態にある利用者に対し、家族と地域の方の理解を深めつつ、通所

サービスを中心として、利用者個々のニーズに応じた訪問サービス、宿泊サービスを行うこと

で、要支援等の状態にある利用者の思いや願い、人格を尊重し、地域住民との交流を図りなが

ら、できるだけ住み慣れた地域での生活を継続できるよう支援することを目的とします。                           

（３）事業所の名称      （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 山ぼうし 

（４）事業所の所在地     島根県出雲市西新町 1丁目２５４８－１１ 

（５）電話番号         ０８５３－２３－８４００ 

（６）管理者氏名        今岡 繁晴 

（７）当事業所の運営方針  要支援等の状態になり何らかの支援が必要になった利用者に対し、家

庭的な環境と地域との交流の機会を通して、要支援等の状態の軽減又は悪化の防止ができるよ

う、個々の心身の状態や思い、その置かれている環境に配慮した適切な支援を提供することによ

って、できるだけ住み慣れた地域での生活を維持することができるようにします。また、利用者

やその家族、地域住民の代表者、出雲市、あんしん支援センター、当施設の運営推進会議や協力

医療機関との連携に努めるとともに事業の人員、設備及び運営に関する基準を遵守しながらより

質の高いサービスの提供に努めます。 

（８）開設年月   令和 ７年 ４月 １日 

（９）登録定員   ２９名（通いサービス１８名、宿泊サービス７名） 

 

 

 

 

 



（10）居室等の概要 当事業所では、以下の居室・設備をご用意しています。宿泊サービスの際に利

用される居室は全室個室となっております。 

居室設備の種類 室数 備 考 居室設備の種類 室数 備 考 

厨房 １  特殊浴室 １  

食堂兼居間 １  トイレ ２  

宿泊室 ７ 個室 事務所 １  

静養室 １  相談室 １  

浴室 １     

消防設備 廊下・居室内に適宜設置    

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 島根県出雲市 

   ※出雲市在住者以外の方は原則として当該事業所のサービスを利用できません。 

（２）営 業 日  年中無休とする。 

（３）営業時間 

   ①通いサービス（基本時間）９：００～１７：００ 

   ②宿泊サービス（基本時間）１７：００～９：００ 

   ③訪問サービス（基本時間）２４時間 

   ※緊急時及び必要時においては柔軟に通い、訪問及び宿泊サービスを提供します。 

 

４．職員の配置状況 

 （１）当事業所では、ご契約者に対して指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスを提供す

る職員として以下の職員を配置しています。 

 ①管理者・介護職員兼務  常勤１人 

 （管理者）事業を代表し、業務の総括にあたります。 

 ②介護支援専門員（計画作成担当者）・介護職員兼務  常勤１人 

 （介護支援専門員）利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供される

よう、事業所利用者の（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画の作成のとりまとめ、地域の包

括支援センターや訪問看護事業所等他の関係機関との連絡・調整を行います。 

 ②看護職員    常勤１人 

（准看護師）利用者の健康状態を的確に把握するとともに、かかりつけ医等の関係医療機関との連

携を図ります。また、（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスの提供にあたり､適切な支援

を行います。 

 ③介護職員    常勤７人以上 

  （介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスの提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握

し､利用者に対し適切な支援を行います。 

 （２）職員の勤務体制 

 日勤  ＡＭ  ８：３０－ＰＭ ５：３０ 夜勤  ＰＭ ５：００－ＡＭ ９：００ 

 早番 ＡＭ  ７：００－ＰＭ ４：００ 遅番 ＡＭ １１：００－ＰＭ ８：００ 

  その他、利用者の状況に対応した勤務時間を設定します。 



 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

 当事業所が提供するサービスについて、以下の２つの場合があります。 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

     （介護保険給付の対象となるサービス） 

 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

     （介護保険の給付対象とならないサービス） 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

  以下のサービスについては、利用料金の９割もしくは８割または 7 割が介護保険から給付され、

利用者の自己負担は費用全体の１割もしくは２割または３割の金額となります。ア～ウのサービ

スを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについては、ご契約者と協議の上、（介護

予防）小規模多機能型居宅介護計画に定めます。 

＜サービスの概要＞ 

  ア．通いサービス 

   事業所拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の支援や機能訓練を提供します。 

①食 事 

  ・食事の提供及び食事の介助をします(食事サービスの利用は任意です)。 

 ②入 浴 

  ・入浴または清拭を行います。 

  ・衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います (入浴サービスの利用は任意です)。 

 ③排せつ 

  ・利用者の状況に応じて適切な排せつの介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援

助を行います。 

 ④機能訓練 

  ・利用者個々の日課や日常生活動作を通し、身体機能の低下を防止するよう努めます。 

 ⑤健康チェック 

  ・血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 

 ⑥送迎サービス 

  ・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

 イ．訪問サービス 

  ・自宅にお伺いし、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練（④）を提供します。 

    ・訪問サービス実施のための必要な備品等（水道・ガス、電気を含む）は無償で使用させていた

だきます。 

    ・訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。 

 ・医療行為 

 ・ご契約者もしくはその家族からの金銭または高価な物の授受 



 ・飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

 ・ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

 ・その他ご契約者もしくはその家族等に対して行う迷惑行為 

 ウ．宿泊サービス 

  ・事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練（④）を提

供します。 

 

＜サービス利用料金＞ 

ア．通い・訪問・宿泊（介護費用分）すべてを含んだ一月単位の包括費用の額 

  利用料金は 1ヶ月ごとの包括費用（定額）です。 

  下記の利用料金によって、利用者の要介護度に応じたサ－ビス利用料金（利用者負担額）をお支

払いください（サービスの利用料金は、利用者の要介護度等に応じて異なります）。 

 ☆ 月ごとの包括料金ですので、利用者の体調不良や状態の変化により（介護予防）小規模多機能

型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または（介護予防）小規模多機能

型居宅介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引または割増はい

たしません。 

 ☆ 月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日

割りした料金をお支払いいただきます。この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下

の日を指します。 

登 録 日・・・利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊のいず

れかのサービスを実際に利用開始した日 

登録終了日・・・利用者と当事業所の利用契約を終了した日 

 ☆ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いい

ただきます。要介護度の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されま

す（償還払い）。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項

を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

  ☆ 利用者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます。 （下記（２）ア及びイ参照） 

  ☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更

します。 

イ．初期加算（1日につき） 

  （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して 30日以内の期間について

は、初期加算として下記のとおり加算分の自己負担が必要となります。30 日を超える入院をされ

た後に再び利用を開始した場合も同様です。 

ウ．総合マネジメント体制強化加算Ⅱ（１月につき） 

  ・日々変化しえる利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・適切に提供するため、

利用者の生活全般に着目し、日頃から主治医や看護師、他の従業者といった多様な主体との意思

疎通等を図り、適切に連帯するための体制構築に取り組むなどの積極的な体制整備について評価

を行うことを目的とし、個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境

の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等との他職種協働により随時適切に見直しを行い、且つサ



ービスの特性に応じ「地域における活動への参加の機会が確保されている」ことが要件となる。 

エ．サービス提供体制強化加算Ⅰ（1月につき） 

  ・介護福祉士が常勤換算の 70％以上配置されている事業所に適用。 

オ．介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

  ・平成２３年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観 

点から、当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事 

する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものである。 

カ．短期利用居宅介護費（１日につき） 

   ・緊急時の短期利用として、一定の要件を付した上で登録者以外の短期利用が認められます。 

 

（２）介護保険の対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

※サービス利用料金詳細については下記を参照ください。 

 ア．食事の提供（食事代）・・・利用者に提供する食事に要する費用です。 

 イ．宿泊に要する費用・・・利用者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。 

 ウ．おむつ代・・・実費をいただきます。（現品でも構いません。） 

 エ．レクリエーション、クラブ活動 

ご希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 

利用料：材料代等の実費をいただきます。 

 オ．通常の事業の実施地域以外の利用者に対する送迎及び交通費・・・超えた時点から１キロ当 

たり３０円を徴収します。 

 

 施設利用料、食材等は利用者の自己負担となります。 

内   訳 算定項目 
利用者負担額 

（介護保険適用外 ） 
備  考 

施設利用料 宿泊料     １泊につき ２，２５０円  

食 材 費 

朝 食    １食につき 

 昼 食    １食につき 

 夕 食    １食につき 

おやつ代    １食につき 

４３０円 

        ５９０円 

        ６００円 

     １６０円 

 

 

利用者個人で使用するものについては、その実費を頂きます。但し、その内容については予め本人

及び家族に説明し同意を受けたものに限るものとします。 

理美容代 理美容業者からの請求による実費。（ご希望の上ご利用された場合） 

その他個人で使用するもの あらかじめ本人もしくは家族の了解を得た額とします。 

 ☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う１ヶ月前までにご説明します。 

 

 



（３）利用料金のお支払い方法 

 前記（１）、（２）の料金・費用は１ヶ月ごとに計算し、基本的に金融機関口座引き落としを翌月

20 日に行います。また、下記口座への銀行振り込み及び事業所での現金払いの場合は、翌月末日ま

でにお支払いをいただきます。 

 尚、振込手数料につきましては、各自でご負担願います。 

① 口座引き落とし       ②事業所での現金支払い    ③銀行振り込み 

 

【銀行振り込みの場合】 

山陰合同銀行    佐田代理店 

普通預金 口座番号）３６０４５１９  名義）社会福祉法人やまゆり 理事長 渡部 勝 

島根県農業協同組合 佐田支店 

普通預金 口座番号）００２３０８２  名義）社会福祉法人やまゆり 理事長 渡部 勝 

ゆうちょ銀行 店名 五三八（ゴサンハチ） 店番 ５３８ 

普通預金 口座番号）０００９４９７  名義）社会福祉法人やまゆり 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

 ☆ （介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスは、（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画に

定められた内容を基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、適時適切に通いサービス、

訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。 

   

☆ 利用予定日の前に、利用者の都合により、（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスの利用を

中止、または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。 

この場合には原則としてサービス実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

☆ ５．（１）の介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は１ヶ月ごとの包括費用（定

額）のため、サービスの利用回数等を変更された場合も１ヶ月の利用料金は変更されません。た

だし、５．（２）の介護保険の対象外のサービスについては、利用予定日の前日までに申し出が

なく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただ

く場合があります (利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません) 。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 食費等実費となる額 

 ☆ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する日に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者または家族に提示して協議します。 

 

（５）（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画について 

 （介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた

地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用

者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊

サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援するものです。 

 事業者は利用者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、利用者と協議の上で（介護予



防）小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を評価します。計画の内容及び評価結果

等は書面に記載して利用者に説明の上交付します。 

 

６．事故発生時の対応 

 利用者に対する小規模多機能型居宅介護事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者 

家族、市町村等に連絡を取り必要な措置を講じます。 

（１）賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

（２）事故が発生した場合は、その事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をします。

記録については、契約終了日から２年間保存します。 

（３）事故が生じた際にはその原因を解明し、発生を防ぐための対策を講じます。 

 

７．衛生管理 

職員は、清潔を保持及び健康状態について必要な管理を行います。 

２ 小規模多機能型居宅介護事業に使用する備品等は清潔を保持するため、衛生的な管理に努めま 

す。 

３ 事業所は、感染症の予防及びまん延しないように次の措置を講じます。 

（１）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通 

信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむ 

ね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、研修や勉強会を通じ感染症対策や衛生管 

理に関する知識の習得を訪問介護員等に周知徹底すること。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

（３）職員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ 

と（年１回以上） 

 

８．虐待防止に関する事項 

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 

（１）事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その 

結果について、職員に周知徹底を図ります。 

（２）事業所における虐待の防止のための指針を整備します。 

（３）事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年１回以上)実施します。 

２ 前項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置します。 

３ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護 

する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報するも 

のとします。 

 

９．個人情報の保護 

職員等は正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとし 

ます。また退職後においても同様とします。 



２ 退職者が正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさぬよう必要な措置を 

講じます。 

３ 利用者の情報を提供する際には、予め文書により、利用者の同意を得るものとします。 

４ 個人情報保護方針に関しては、別途取扱いを定め遵守します。 

 

１０．苦情の受付について 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口  解決責任者 施設長 飯島 俊二 

  受 付 担 当 所 長 今岡 繁晴 

○受付時間  毎週 月曜日～金曜日     ９：００～１７：００ 

  ○電話番号  ０８５３－２３－８４００ ＦＡＸ番号  ０８５３－２３－８４０１  

２ 行政機関その他苦情受付機関 

    出雲市高齢者福祉課        電話番号 ０８５３－２１－６９７２ 

   島根県国民健康保険団体連合会   電話番号 ０８５２－２１－２８１１ 

 

１１．運営推進会議の設置 

 当事業所では、（介護予防）小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況につい

て定期的に報告するとともに、その内容についての評価、要望、助言を受けるため、下記のとおり運

営推進会議を設置しています。 

＜運営推進会議＞ 

構 成：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援センター職員、

（介護予防）小規模多機能型居宅介護について知見を有する者、施設の職員等 

開 催：隔月で開催 

会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 

 

１２．（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスの外部評価について 

 当事業所では、（介護予防）小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、運営推進会議の構成メンバ

ーによる外部評価を 1年に 1回実施しています。 

 

１３． 緊急時の対応方法について  

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合 その他必要な場合は、速やかに主治の医師へ 

の連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、

主治医への連絡が困難な場合は、協力医療機関への相談、救急搬送等の必要な措置を講じます。 

〇協力医療機関 

  当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えての医療機関を協

力医療機関として連携体制を整備しています。 

＜協力医療機関＞ 

医療法人 知井宮堀江医院        所在地 出雲市知井宮町８３４ 

                      電 話  ０８５３－２１－０９１８ 



出雲市民病院              所在地 出雲市塩冶町１５３６－１ 

                    電 話  ０８５３－２１－２７２２ 

えのもと歯科              所在地 出雲市神門町１３８８－４ 

               電 話  ０８５３－２３－３４５５ 

 

１４．非常災害時の対応 

 非常災害時には、別途定める消防計画書に則って対応を行います。また、避難訓練を年２回（内１

回は、利用者も参加して全体で）行います。 

 防火管理者 今岡 繁晴 

＜消防用設備＞ 

 ・自動火災報知設備・非常通報装置・消火器・ガス漏れ探知機・誘導灯・スプリンクラー  

＜災害発生時の対応＞ 

 （１）防火管理者及び火元責任者は、各種器具からの出火防止を図り、異常の有無を統括防火管理

者に報告します。 

  （２）自営消防隊は、従業員、利用者、来客者に対して必要な指示を与え、混乱防止を努めると共

に、参集し必要な指示を受けます。 

 （３）隊長は、防災機関からの避難命令又は自らの判断により指定避難場所である、施設北側駐車

場へ避難を命じます。 

 

１５．サービス利用に当たっての留意事項 

○サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

○事業所内の設備や器具は本来の用途に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損

等が生じた場合、弁償していただく場合があります。 

○他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

○所持金品は、自己の責任で管理してください。 

○事業所内での他の利用者の対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

  

（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 

 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所 山ぼうし 

 

 説明者                   

 

 私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、（介護予防）小規模多機能型居宅介護

サービスの提供開始に同意しました。 

 

  利用者住所 

 

 氏 名                                      

 

 

 代筆者氏名                  

 

代筆理由                                     

                                         


